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司法制度改革審議会「中間報告」が

「司法教育の充実」に言及

　司法制度改革審議会が、2000年11月20日に公表

した「中間報告」において、「司法教育の充実」という

１項目が設けられました。

　「4.　制度的基盤の整備　（1）　利用しやすい司

法制度」の「キ　分かりやすい司法の実現」のなかで

触れられています（内容は本ニュースレター６ペー

ジ参照）。

　審議会においては、前号「社会から求められる法

教育」のコーナーでも紹介したように、今まで法教育

について取り上げられたことがないわけではありま

せんでした。しかし、審議会が1999年12月に公表し

た「論点整理」では、法教育に関する言及はありませ

んでした。今回、「中間報告」において法教育充実の

必要性について触れられたことで、今後、議論の焦

点は、法教育の内容や基盤整備のあり方へと重点を

移していくことになるものと思われます。

大阪弁護士会が

「法むるーむシンポジウム」を開催

　大阪弁護士会は、2000年12月16日（土）、御堂会

館において、「法むるーむシンポジウム」を開催しま

した。

　大阪弁護士会では、「法むるーむ」と題する司法

教育用の副読本を制作し、学校への出張授業を展開

してきました。今回のシンポジウムはその出張授業

開始から２年を経過したことを記念して開かれたも

のです。

第２号

　当日のシンポジウムの詳細については、次号にて

掲載したいと思います。

日本弁護士連合会が

司法教育用パンフレットを発行

　日本弁護士連合会広報室は、司法教育用パンフ

レット「くらしと人権を守る弁護士　ひまわりはあな

たのために咲いてます」（15頁）を、2000年８月に発

行しました。弁護士の役割や仕事を中心として、民

事裁判、刑事裁判の流れや法律扶助制度、当番弁護

士制度などについてわかりやすく解説しています。

　司法制度を実際に利用して、人権や権利を守ろう

とするための具体的な方法を学ぶことができ、中学

校・高校などの教育現場での活用が望まれます。

　問合せは、日本弁護士連合会広報室（電話03-

3580-9841、FAX03-3580-2866）まで。

ジェンダー・フリー教育

サブテキストを発行

　日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会

は、「『女・男らしく』ってきゅうくつじゃない？　弁護

士の視点から見たジェンダー・フリー教育サブテキ

スト」（29頁）を、2000年８月に発行しました。

　ジェンダー・フリーの観点から、現在の法制度や社

会制度、社会慣習のはらむ問題点について指摘し、

真の男女平等を考えるための素材となるように工夫

されています。

　問合せは、日本弁護士連合会（電話03-3580-

9841、FAX03-3580-2866）まで。
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はじめに

　現代社会は、高度情報化、国際化

や科学技術の発展、環境問題の深刻

化そして複雑化した法律関係が錯綜

した社会となってきている。また、教

育を取り巻く環境においても、いじ

め・学級崩壊、詰め込み教育、偏差値

教育の弊害等々が社会的問題となっ

ている。そんななか、豊かな人間性を

育み、１人１人の個性を生かし、その

能力を伸ばす教育（「いきる力」の育

成）が求められている。

　そのひとつとして、市民生活を行っ

ていくうえでの法に関する知識、それ

を踏まえた判断能力、さらにその活用

能力の必要性が指摘されてきてい

る。これはリーガル・リテラシー（法的

な読み書き能力）として主張されてき

ている。それらの分野は、現在の中等

教育では公民科（社会科）を中心に取

り扱っているが、その内容は憲法学習

が中心であり、憲法学習以外の法教

育は十分とはいいがたい。また、従来

この分野は、大学の専門分野として

位置づけられ、高校段階では疎遠で

あった。

　しかし今後、中等教育においても、

自ら考え、問題を解決していく能力を

育成していくための大きな一助とし

て、また、すべての生徒が大学での法

学教育を受けるわけではないことか

ら、リーガル・リテラシーの能力の育

成が重要と思われる。

　そこで、現・新学習指導要領のな

か、高等学校教育における法教育の

現状と課題について、教科書執筆と

授業実践を踏まえながら報告をした
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　現在学習指導要領上、法教育が可

能な教科・科目は、社会科・家庭科で

あり、社会科では現代社会および政

治経済であるが、ここでは政治経済を

中心に議論を進める。

カリキュラムの中の　　　　
法教育の位置づけ

1.現在のカリキュラムのなかでの法教

育の位置づけ

1）学習指導要領上の位置づけ

　現学習指導要領は、総則において

「自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体

的に対応できる能力の育成をはかる

とともに、基礎的・基本的な指導を徹

底し、個性を生かす教育の充実に努

めなければならない」と規定してい

る。社会を取り巻く環境の変化のな

か、法的問題に対して知識を有し、そ

れに基づく判断力を高め、それを活

用していくことは、「社会の変化に主

体的に対応できる能力の育成」に役

立つものといえる。

①公民の目標

　また、公民の目標としている「民主

的、平和的な国家・社会の有為な形

成者として必要な公民としての資質

を養う」にも合致する。

②政治経済の目標・内容

　政治経済の目標は、「現代における

政治、経済、国際関係などの諸課題

について考察させ、良識ある公民とし

て必要な能力と態度を育てる」として

おり、そこにはいわゆるリーガル・リテ

ラシーを涵養する方向性を見出すこ

とができる。

法教育の現状と課題
～教科書執筆・編集と授業実践を踏まえて～

都立大森高等学校教諭　前田吉明
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2）年間授業時数と各項目の標準的配

当時数

　現在、政治経済は必修科目として２

単位で、主として３年次に科目設定を

しているところが多い。授業時数は、

基本的には年間35週×２単位時間で

計70時間で計算される。しかし、学校

行事等で左右されるため、年間可能

実時数は58時間くらいで計算するこ

とが適当である。平均的配当時数は

次のとおりである。

①現在の世界と日本（配当時間７Ｈ）

②現在の政治と民主社会（配当時間

27Ｈ）

③現在の経済と国民生活（配当時間

24Ｈ）

2.法関連教育の年間可能配当時数

　法関連教育が可能な学習指導要領

上の項目の中心は、「現代の政治と民

主社会」であり、そのなかで実際可能

な時数は概ね15時間前後である。こ

のように指導要領上各項目に偏らな

いで授業配当するとなると、法関連

教育の時数を十分確保することは難

しい。

3. 法教育を行っていくうえでのカリ

キュラム上の課題

1）憲法教育中心の法教育

　政治経済の教科の中では、憲法学

習が中心的な役割を果たしており、

時間数的にもそれ以外の法教育はな

かなか実現が難しい状況にある。

2）公民的資質を涵養するために必要

と思われる憲法教育以外の法教育

　→現カリキュラム上は困難を伴う。

　以下の法律は、具体例のいくつか

であり、それぞれの具体的問題を帰

納法的に結びつけながら法的思考能

力を高めていくことが望まれる。

①民法

②刑法

③労働法

④訪問販売法

⑤割賦販売法

⑥PL法

⑦情報公開法　など

3）必修科目として同一学年全クラスを

対象としたカリキュラム編成が必要

　法教育をより多くの生徒に履修・修

得させるためには、選択科目として履

修させることではなく、必修科目とし

て履修させることが必要と思われる。

さらに、より広く深く履修・修得をさせ

るためには、なんらかのかたちで独立

科目を目指すことも必要と思われる。

4.新カリキュラムと法教育の可能性

1）新カリキュラムの特徴（政治経済）

　新学習指導要領の目標のなかで、

現学習指導要領と違う点は、「諸課題

について主体的に考察させ、公正な

判断力を養い」としている点であり、

政治、経済、国際関係などを学習す

ることにより、ものの見方、考え方を

磨くとともに、現実の諸問題に対し自

らの力によりそれぞれを判断し、解決

する能力を養うことをねらいとしてお

り、そこには主体的問題解決能力の

育成を目標としている。

　また、内容においても、大項目の

「現代社会の諸課題」で「現代の政治

や経済の諸課題を追求する学習を行

い、望ましい解決のあり方について考

察させる」としており、そこには問題

解決学習のねらいが存する。そして、

「現代社会の諸課題」は、大項目「現

代の政治」と「現代の経済」を踏まえ

たうえで、具体的な事例を通じて政治

経済について基本的な見方・考え方

を習得させることをめざしている。

　これらの特徴をみるとき、法的基礎

知識を学び、それに基づく思考能力

を身につけさせ、それらを活用する能

力を磨こうとする、いわゆるリーガル

リテラシー教育のめざすところと軌を

一にするものと考えられる。

2）総合的学習の時間の新設とそれに

みる法教育の可能性

　総合的学習の時間は、今回の学習

指導要領の改訂で新設されたもので

あり、これは中央教育審議会答申（平

成８年７月）の「ゆとりの中で生きる力

をはぐくむ」との方向性を示したこと

を受けて創設されたものである。

　総合的学習の時間は、各学校が地

域や学校、生徒の実体等に応じ、横

断的・総合的な学習や生徒の興味・関

心等に基づく学習など創意工夫を生

かした教育活動を行うこととしてい

る。

　教育課程上の位置づけとしては、

問題解決能力を育て、学び方やもの

の考え方を身につけさせること、また

この学習活動としては、教科・科目の

枠を越えたものであることから、各教

科・科目のように国が目標や内容等を

示すものとは異なる。したがって、各

学校で個性化・特色化を生かしたカリ

キュラムの創設が可能となる。

　授業時数は、卒業までに105～210

単位時間を標準とする。そして、各教

科・科目の授業のように、年間35週行

うことを標準としているわけではな

い。したがって、卒業までの各年次す

べてにわたって実施する方法、特定

の年次において実施する方法、特定

の学期または期間に行う方法などさ

まざまな方法が考えられる。

　総合的学習の時間のねらいは、①

自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考

え、主体的に判断し、よりよく問題を

解決する資質や能力を育てること、②

学び方やものの考え方を身につけ、

問題の解決や探求活動に主体的、創

造的に取り組む態度を育て、自己の

あり方生き方を考えることができるよ

うにすること、にある。

　以上の趣旨を踏まえた法教育の可

能性は、以下のようになる。

①教科・科目新設を通じての授業開
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設

②学期の特定時期の一定期間を通じ

ての集中講座の開設

③外部講師等を通じての特別授業の

実施

④テーマ学習の実施

⑤ゼミ形式学習の実施（具体的事例

の問題解決学習）など

教科書の中での
法教育の扱い

1.教科書での法教育の扱い

　現学習指導要領では、以下の大項

目があり、中項目・小項目および内容

と具体化されている。

　「現代の世界と日本」「現代の政治

と民主社会」「現代の経済と国民生

活」

　現政治経済の教科書での法に関す

る項目は概ね次の点についてであ

る。

「日本国憲法と民主政治」

①日本国憲法の基本原理

②日本国憲法と平和主義

「基本的人権の保障」

①法の下の平等

②自由権的基本権

③社会権的基本権

④参政権と請求権

⑤新しい人権

⑥公共の福祉と国民の義務

「日本の政治機構」

①国会のしくみとはたらき

②内閣のしくみとはたらき

③裁判所のしくみとはたらき

④地方自治

「国際政治の課題と日本」

①国際政治と国際法

「日本経済の現状と課題」

①消費者をめぐる諸問題

「労働問題と福祉の向上」

①労働基本権の保障

②雇用問題と労働条件

2.教科書上の課題

1）学習指導要領上の枠の制約

　教科書執筆・編集上で最も制約と

なるのが、学習指導要領である。現在

政治経済の指導要領には、法に関す

る内容としては、「現代の政治と民主

社会」のなかに「基本的人権と議会制

民主主義を尊重し擁護することの意

義や民主政治の本質について深く理

解させるとともに、政治の在り方につ

いて広い視野から考察させる」と記述

しており、その中小項目として、「民

主政治の基本原理」「日本国憲法と民

主政治」「国際政治と日本」がある。

そして、各小項目の具体的内容が明

示されており、その枠を逸脱すること

は認められていない。したがって、現

学習指導要領上は、教科書を度外視

して法律関係を中心としたカリキュラ

ムを編成することには制約がある。

2）執筆・編集上の制約

　教科書執筆・編集上の制約として

は、まず第１に、紙数上の制約があ

る。政治経済の場合、２単位科目のた

め教科書全体の頁数としては資料等

もあわせて190頁くらいに抑えられて

いることである。その項目でもっと必

要なことまたはさらに補足したいこ

と、ならびに関連することを記述した

いと考えても、結局割愛せざるをえな

い状況である。そのようなことから、

より深く説明したいことも平板で物足

りない説明となってしまう部分が多

い。

　第２に学習指導要領上、小項目の

内容が具体的に明示されているた

め、それを大幅に逸脱する内容とし

て記述することができない点である。

たとえば、小項目「日本国憲法と民主

政治」の内容として「日本国憲法の基

本的性格、基本的人権の保障及び国

会、内閣、裁判所、地方自治などの機

構と機能について理解させるととも

に、政党政治と選挙、行政機能の拡

大と民主化、世論と政治の課題など

について考察させる」となっている。

そうした場合、それぞれの項目を中

心に構成し、記述しなければならず、

そこにたとえば民法の家族法が人権

規定の中に必要かつ重要だからと考

え、そこにかなりのページ数を割くと

なれば、全体のバランス上も内容上も

問題を生じ、教科書検定段階で内容

削除または変更等の指示が出る場合

が生じうる。

　したがって、現状を踏まえると、憲

法周辺の法教育を教科書上に実現し

ていくことはなかなか難しい面が存

する。そして、いろいろ盛り込もうと

すると、知識・用語の羅列の教科書に

なりかねない。

3）提言

・政治経済全体のなかで、必要とすべ

き内容の精選

・補助教材等を利用しての補充

・指導要領の規制緩和のなかで、教

科書記述内容の弾力化

法教育の実践例

1.授業実践の位置づけ

　本実践例は、普通科高校の必修科

目として全クラスを対象とした政治経

済授業で実施したものである。

　ここで取り上げる実践例は、第３学

年必修科目としての政治経済の授業

のひとこまとして行ったいくつかの実

践例のうちの２例である。現時点で私

の行っている法に関する授業実践

は、教科書に直接的に関係する分野

をできるかぎり具体的事件または判

例等を用いて生徒が興味関心をも

ち、それを契機に自ら問題解決できる

能力を身につけていく教育プログラム

として作成してきている。また、法に

関する教育は、選択科目として実施

するよりも必修科目として実施し、す
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べての生徒を対象にすることに重き

を置き教材研究を行ってきている。そ

れは、当該学年すべてを対象とする

ことにより、より広範囲に所期の目的

を実現することが可能と考えているか

らである。

2.司法権の独立教育の実践例（資料

掲載は割愛）

　古典的な司法権の独立を守った事

件としての大津事件を取り上げ、具体

的事件を通じて裁判への興味・関心

を喚起させ、もって司法権の独立が保

障されることの意義を理解させること

を主眼とする。

3.法の下の平等教育の実践例（別掲

参照）

　憲法教育の場合、往々にして抽象

論や憲法条文の羅列になったりする

ケースが多い。現在の生徒の状況を

見てみるに、高度な言葉の意味を理

解する能力に欠けてきている面が存

する。理論をより具象化し、具体的事

件・判例等を通じ身近な問題として扱

うことの方が、興味・関心を引き出

し、理解度が深まると考えられる。

１　本時の位置

　学習指導要領の「政治経済」、「（2）現

代の政治と民主社会」のうち、「イ　日本

国憲法と民主政治」の項目の「基本的人権

の保障」で扱い、配当時間は６時間とし、

それぞれの配当は以下のとおりとする。

　第１時　自由権（精神的自由）：「信教の

自由と自衛官合祀」判例を中心として

　第２時　自由権（人身の自由）：「職務質

問に伴う所持品検査」判例を中心として

　第３時　自由権（経済的自由）：「薬局の

適正配置規制」判例を中心として

　第４時　平等権：「非嫡出子の相続差別

規定」判例（最高裁決定平成７年７月５日）

を中心として―本時―

　第５時　社会権：「朝日訴訟」にみる生

存権規定の法的性格を中心として

　第６時　新しい人権：「大阪空港公害訴

訟」を中心として

２　指導目標

　①社会生活の中でどのような場合に人

権、とりわけ平等権規定に関して問題が

表面化するかを考えさせる。

　②具体的事例の論点について討論さ

せ、憲法的問題意識を養わせる。

　③憲法上の平等権の意義を理解させる

とともに、人権感覚を身につけさせる。

３　教材構成上の視点

　①生徒の意欲・関心を高め、主体的に

取り組める具体的裁判例を教材化する。

　②生徒が自主的・主体的に学習できる

ための発問等を通じて、自ら憲法問題を

考え、発言できるように工夫をする。

　③憲法上の人権保障規定が、現実社会

にどのように息づいているか理解できるよ

うに工夫する。

４　展開例

　別表のとおり。

５　指導上の留意点

　①社会的現象がどういうかたちで憲法

問題まで高められているかを理解させる

よう指導する。

　②討論を通じて問題点を挙げさせ、憲

法上の視点に立って議論できるように指

導する。

　③人権保障規定が、単なる絵に描いた

目項導指 動活習学 考備

分５入導

らか例判・
相子出嫡非「
件事」別差続
るげ上り取を

規別差続相の子出嫡非＊
、し示で図略概を容内定
なうよのど上法憲にこそ

ぶ学をかるあが点題問

りぎかるきで、しを問発に徒生・
問なうよのど、で下の想発な由自
せさ言発に徒生各をかるあが点題

る

開展 04 分

の子出嫡非・
ぜな、が続相
なと題問法憲

かのる

え考を点題問の上法憲＊
題問のそ、し理整、せさ

るす討検ていつに点

るせかづ気に則原等平の上法憲・
第法憲・ 41 当に」別差「の項１条

るせかづ気かいならた

憲と分続相の子出嫡非＊
学ていつにりわ関の上法

ぶ
解理の文条　

第法民・　 009 号４条

け分を分続相でと出嫡非と出嫡・
に点論のかうどかるあが性理合る

るせかづ気ていつ
らた当、るた当に別差、際のそ・
かるなに拠根なうよのど、がいな
るせさ張主に徒生のれぞれそ、を

るすにうよ
、はてし際にるせさを表発見意・
そ、かうどはてしと情感般一ずま
どはらか何如」別差「後のそてし
にうよるせさ表発らか点観のかう

いよとるす意留

平の下の法・
理の義意の等

解

第法憲＊ 41 の下の法の条
禁の別差な理合不の等平

ぶ学を義意の止
は、が点論の例事件本＊
、か別差な理合不てした
学・例判をか別差的理合

ぶ学てしおとを説

そを別差的理合・別差な理合不・
双、し明説てっもを例体具れぞれ
せさにうよるきで解理をい違の方

る
の定決日５月７年７成平裁高最・
とるげ挙を拠根るすとりあ性理合
の方え考るすとだ理合不、にもと
両を断判のとごのも、げ挙も拠根

るせさにうよるれらえ捉らか面

分５めとま 権人と権等平
理整の害侵

現が性険危の害侵権人＊
在存に中の活生会社的実

ぶ学をとこるいてし

定規法憲、でかなの題問的実現・
に身を覚感権人でこそ、りわ関と
るせかづ気にさ切大のとこるけつ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

政治経済展開例「判例にみる人権保障の具体的展開例　平等権」

餅とならないように、できるかぎり具体的

事例を通じて平等権の意義が指導できる

よう配慮する。

６　評価の観点

　①具体的事例について、どのように憲法

的視点に立って問題を捉えられたか。

　②問題点について、論拠立てて討論が

できたか。

　③平等権の憲法上の意義が理解できた

か。


